
平成 22年 国勢調査の実施 について

1 国勢調査の趣 旨

国勢調査 は、我 が国の人 口や世帯の状 況を明ち かに|し 、各種行
政施策 、学術的基礎資料な どを得 ることを:目 的 として行 われ る、
最 も基本的かつ大規模 な統計調査である。大

=9(‐
19201)年

に第 1回 目が行われて以来 ほぼ 5年 ごとに実施 して きてお り、平
成 22(2010)年 国勢調査は第 19回 目となる。

2 調査の実施期 日及び対象

(1)実 施期 日  平成 22年 10月 1日 午前零時

(2)対   象  我が国に常住す るすべての者

(日 本 に住 んでい る外国人 も含む )

3 調査 の項 目 (全 20項 目)

. (1)世 帯員 に関す る事項 (15項 目)

①氏名         ⑩就業状況

②男女の別       ⑪所属事業所の名称及び事業の種類
ご   ③出生の年月      ⑫仕事の種類

④世帯主 との続柄    ⑬従業上の地位
⑤配偶の関係      ⑭従業地又は通学地
⑥国籍         ⑮従業地又は通学地までの交通手段
⑦現在の住居における居住期間
③ 5年前の住居の所在地

⑨在学、卒業等教育の状況
(2)世帯に関する事項 (5項 目)          |

①世帯の種類      ④住宅の建て方
②世帯員の数      ⑤住宅の床面積の合計
③住居の種類

4 調査区数
3, 774調 査区 (予 定 )

5 調査票
A4版両面記入・ 4名 連記のOCR調 査票  (男U紙 1の とお り)
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6 調査の 日程

(1)調査員事_務 打合せ会 【52回実施予定】
8月 28日 (土 )～ 9月 19日 (日 )

(2)調査票の配布
9月 23日 (木 )～ 9月 30日 (本 )

(3)調査の実施期 日   ‐

10月 1日 (金 )

(4)調査票の回収

郵送による提出期限  10月 7日 (木 )

7 調査員・指導員    ・

(1)調査員の選考 ,任命

次の要件を考慮 して、原則的に自治町会長か らの推薦 を受けて
選考 し、総務大臣が任命す る。
① 責任 を持 って調査事務 を遂行できる者であつて、

原則 20歳以上の者

② 秘密の保護等について信頼をおける者
③ 税務、警察に直接関係のない者             :
④ 選挙に直接関係のない者

(2)指導員の選考・任命

次の要件を考慮 して、原則的に民間人の中か ら選考 し、総務大   し

臣が任命する。

①責任 を持つて指導員の事務 を遂行できる者であって、

1     原則 25歳以上の者

②秘密の保護等について信頼 をおける者
③税務、警察に直接関係 のない者

④選挙に直接関係のない者

⑤指導力 と判断力に優れている者
(3)調査員、指導員の人数 (予 定 )

調査員 約 2, 300名
指導員   約 130名

(4)報酬 (予 定 )

調査員 約 39,000円 1調査 区を担 当 した場合

約 74,000円 2調査 区を担当 した場合

指導員 約 55,000円 10調査 区を担 当 した場合

別 に交 通 費・ 電話 代 を支 給 予 定
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8 調査 にお ける個人情報保護 の徹底

調査員 には、事務打合せ会 において、個人情報の保護 に関わ る
事例 を通 じて、調査上知 り得 た世帯の情報 を他 に漏 らしてはな ら
ない こと、調査書類 の取扱いや保管 については厳重かつ慎重 に行
うことな ど、個人情報保護 についての指導の徹底 を図る:

9 調査 にお ける安全確保対策

(1)指 導面での措置

事務打合せ会 において、安全確保 に関す る議題 を設 け、調査 を
安全 に行 う上での注意事項 について詳説す る。

2)実 施面での措置

①調査員相互が協力 して調査 を行 う「相互協力制度」や、家族
な どが同行 して調査 を行 う「同行調査制度」 を必要 に応 じて
推奨 してい く。

②必要 に応 じて区職員 による調査応援 を行 う。
3)用 品面での措置

安全対策用 品 として、 「ライ ト付 き防犯ブザー」を配布す る。

O 国勢調査 の結果の活用等
1)人 口・世帯数 の速報結果 は、平成 23年 2月 に公表 され る予

定である。 その他、男女 0年齢別人 口世帯の状況な どの詳 し
い結果は、平成 23年 6月 以降順次公表す る。

2)衆 議院議員選挙 区の改定、地方交付税 の算 出基礎 な ど各種法
令 に基づ く利用 をは じめ、少子高齢化対策 、帰宅 困難者対策
な どの行政施策への利用 、更に学術研究やマーケテ ィング開
発等 にも活用 されてい る。

3)本 区では、出生率・ 高齢化率な どの人 口分析 を 「葛飾 区基本
計画」「葛飾 区中期実施計画」な どの人 口推計 に利用 した り、
各種 の個別計画の策定、教育資料 な どにも活用 されてい る。

1 広報活動
1)広 報かつ しか

① 9月 15日 号に特集記事 を掲載す る予定。
②本年 1月 よ り定期的に 「な～ るほ ど国勢調査」 とい うコラム

を連載 し、国勢調査への普及啓発 に努 めてい る。
2)そ の他

総務省や東京都 によるテ レビ・新 聞等のメデ ィアでの PRを は
じめ、本 区で も、 FMか つ しか、葛飾 ケーブルテ レビでのスポ

ッ ト放送 を予定 してい る。
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12 前回 (平成 17年 )の調査 との主な変更点
(1)郵 送提 出及びイ ンタ‐ネ ッ ト回答 (東京都 のみモデル実施 )

の実施 によ り、世帯のプ ライバ シー意識へ の配慮や 区民のラ
イ フスタイル の多様化 に対応 してい く。

(2)調査員による回収作業を原則廃上 し、郵送提出等 とすることによ
り、調査員業務の負担軽減を図る。

(3)指 導員 の民間人登用 によ り、専任職員 による効率的な作業 を
行 う。

(4)区 独 自のコールセ ンターの設置 によ り、区民か らの問い合 わ
せ等 に対 して、きめ細やかな対応 を行 ってい く。
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平成22年国勢調査 調査票
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